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Ⅰ．高速道路株式会社法第１０条に基づく事業計画について 
事業計画については、高速道路株式会社法第１０条に基づき、高速道路株式会

社が、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の

認可を受けることとなっている。 

なお、事業計画を申請するにあたり、高速道路株式会社法施行規則第１１条第

１項で規定されているとおり、資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大

臣に提出することとなっているため、当該事業年度の資金計画書及び収支予算

書も添付する。 
 

 令和３事業年度の事業計画については、事業全体としては総額８，６１９億円

を予定している。資金計画については、総額５，４６９億円の資金を社債の発行

や民間金融機関からの借入金等により調達する予定である。収支予算について

は、当期純利益として▲２４１億円発生する予定である。 
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Ⅱ．事業計画 

１．高速道路事業に係る事業計画 
令和３事業年度における高速道路事業については、高速道路の新設・改築、及

び維持、修繕、災害復旧等で構成される。 

 高速道路の新設、改築については、信頼性の高い高速道路ネットワークを構築

するため、計画的かつ重点的な高速道路整備を行うとともに、その機能向上強化

を図るため、３，７４８億円の事業費（一般管理費、建設中利息を除くと３，５

０９億円）を予定している。 

高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理については、適正かつ効率的な

維持管理や道路施設について中長期的に管理するために必要な修繕を実施する

ため、３，９８５億円の事業費を予定している。また、長期にわたる安全性を確

保するために必要な大規模更新及び大規模修繕を実施するため、４１１億円の

事業費を予定している。 
なお、他の高速道路株式会社の事業範囲における高速道路の新設・改築、及び

維持、修繕、災害復旧等に関する事業は、本事業年度において事業実施予定はな

い。 
以上の内容をまとめると、高速道路事業に係る令和３事業年度の事業計画は

下記のとおりである。 
 

事業区分 事業の概要（実施の方法・事業量） 所要資金の額 
高速道路の新設、改築 

 
東関東自動車道など計５道路８５ｋｍの新設、関越自

動車道など計２０道路２３３ｋｍの改築 
３，７４８ 

高速道路の維持、修繕、災害復旧そ

の他の管理 
北海道縦貫自動車道など計３３道路３，９４３ｋｍの

維持、修繕、災害復旧その他の管理 ３，９８５ 

北海道縦貫自動車道など計２４道路３２２ｋｍの大

規模更新及び大規模修繕 ４１１ 

高速道路株式会社法第５条第２項に

規定された以外の高速道路における

新設、改築 

  
―  

高速道路株式会社法第５条第２項に

規定された以外の高速道路における

維持、修繕、災害復旧等 

  
―  

合計Ａ（高速道路事業）  ８，１４４ 

 
 
  

単位：億円 
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２．高速道路事業以外の事業に係る事業計画 
令和３事業年度における高速道路事業以外の事業については、休憩所、給油所

等の建設・管理、国、地方公共団体等の委託に基づき行う道路の新設、改築、維

持、修繕等、及びその他事業で構成される。 
高速道路の休憩所、給油所等の建設・管理については、高速道路の供用に伴う

新規のサービスエリア等の建設、既存サービスエリア等の管理及び今後の事業

準備を行うため、１１４億円の事業費を予定している。 
国、地方公共団体等の委託に基づき行う道路の新設、改築、維持、修繕等につ

いては、高速道路事業に関連する他の道路事業の委託事業を着実に実施するた

め、３４７億円の事業費を予定している。 
なお、その他の事業については、駐車場事業、トラックターミナル事業、高架

下の占用施設を活用した事業、コンサルティング事業、宿泊事業、カード事業、

Ｗｅｂ事業などを展開するため、１４億円の事業費を予定している。 
 
以上の内容をまとめると、高速道路事業以外の事業に係る令和３事業年度の

事業計画は下記のとおりである。 
 
 

事業区分 事業の概要（実施の方法・事業量） 所要資金の額 
高速道路の休憩所、給油所等の

建設・管理 
 

北海道縦貫自動車道有珠山サービスエリアなど計３

１８箇所のサービスエリア・パーキングエリアの管理 １１４ 

国、地方公共団体等の委託に基

づき行う道路の新設、改築、維

持、修繕等（※１） 

「関越自動車道（東京都三鷹市北野～東京都練馬区大

泉町区間）並びに中央自動車道富士吉田線（東京都三

鷹市北野～東京都世田谷区大蔵区間）の建設事業に伴

う工事等の施行に関する細細目協定」に基づく受託事

業ほか 

３４７ 

高速道路株式会社法第５条第２

項に規定された以外の高速道路

における休憩所、給油所等の建

設・管理 

  
    ― 

その他の事業（※２） 
 

駐車場事業１箇所、トラックターミナル事業２箇所、

占用施設活用事業７４箇所、コンサルティング事業、

宿泊事業２箇所、カード事業、Ｗｅｂ事業ほか 
１４ 

合計Ｂ（高速道路事業以外）   
４７５ 

   
合計（Ａ＋Ｂ）（全事業）  ８，６１９ 

※１ この中には、会社法第５条第５項に基づく、国、地方公共団体、地方道路公社以外の

事業者の委託に基づき行う道路の新設、改築、維持、修繕等（所要資金１４９億円）

を含む。 
※２ この中には、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第１０

条第１項に基づく海外道路調査等事業等（所要資金３億円）を含む。 
 
  

単位：億円 
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■資金計画書 
令和３事業年度の資金計画書は下記のとおりである。 

科 目 金 額 
合 計 高速道路事業 高速道路事業以外 

収入の部 
（営業的収入） 
 高速道路事業営業収入 
 関連事業営業収入 
  ＳＡ・ＰＡ事業収入 
  その他の事業収入 
  受託事業収入 

営業外収入 
（資本的収入） 
 社債・借入金 
  財政融資資金借入金 

機構からの無利子借入金 
  社債 

民間借入金 
 前期繰越金 

 
 

７，７０４ 
４２０ 
１０３ 

１５ 
３０１ 

－ 
 

５，４６９ 
－ 

  ２１ 
４，５００ 

９４８ 
１，４０４ 

 
 

７，７０４ 
 ０ 
 ０ 
 ０ 
 ０ 

  
 ０ 

５，４６９ 
－ 

  ２１ 
４，５００ 

９４８ 
８３７ 

 
 

０ 
 ０ 
 ０ 
 ０ 
 ０ 
 ０ 
 ０ 

（５，４６９） 
（    －） 

  （   ２１） 
（４，５００） 
（  ９４８） 
（  ４５０） 

 
 

０ 
 ４２０ 
 １０３ 

 １５ 
 ３０１ 

 － 
 ０ 

０ 
０ 

  ０ 
０ 
０ 

５６６ 
合  計 １４，９９６ １４，０１０ （５，９２０） ９８６ 

支出の部 
（営業的支出） 
 高速道路管理費 
  道路維持管理費 
  道路業務管理費 
  一般管理費等 
 道路資産賃借料 
 関連事業管理費 
  ＳＡ・ＰＡ事業管理費 
  その他の事業管理費 

受託事業営業費 
（資本的支出） 
 高速道路新設・改築費 
  新設・改築費 
  一般管理費 
  支払利息等 
 高速道路修繕費 
  修繕費 

一般管理費 
  支払利息等 

高速道路特定更新等工事費（修繕）  

修繕費 
一般管理費 

  支払利息等 
 関連事業建設費 
  ＳＡ・ＰＡ事業建設費 
  その他の事業建設費等 
 社債等償還金 
 次期繰越金 

０ 
０ 

２，１１４ 
１，１０９ 

６７９ 
３２６ 

５，３７２ 
４３８ 

７９ 
１２ 

３４７ 
０ 

３，７４８ 
３，５０９ 

１７７ 
６３ 

１，８７１ 
１，６９４ 

１６０ 
１６ 

４１１ 
３６５ 

３９ 
７ 

３７ 
３６ 

２ 
－ 

１，００５ 

０ 
０ 

２，１１４ 
１，１０９ 

６７９ 
３２６ 

５，３７２ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 

３，７４８ 
３，５０９ 

１７７ 
６３ 

１，８７１ 
１，６９４ 

１６０ 
１６ 

４１１ 
３６５ 

３９ 
７ 
０ 
０ 
０ 
－ 

４９５ 

０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 

（３，５３８） 
（３，３０７） 
（  １６８） 
（   ６３） 
（１，５２０） 
（１，３５９） 
（  １４５） 
（   １６） 
（  ４１１） 
（  ３６５） 
（   ３９） 
（    ７） 

０ 
０ 
０ 
０ 

（  ４５０） 

０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 

４３８ 
７９ 
１２ 

３４７ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 

３７ 
３６ 

２ 
－ 

５１１ 
合 計 １４，９９６ １４，０１０ （５，９２０） ９８６ 

 
 
 
  

単位：億円（税込） 

※ 端数処理の関係により合計が一致しない場合がある。 
※ 高速道路事業欄の（ ）書きは、機構へ承継する道路資産の形成に係る資金計画である。  
※ 高速道路新設・改築費には、高速道路事業の利益剰余金を活用した、地方公共団体等の管理する跨道橋の
耐震対策事業に伴う支出（１１３億円）及び安全対策やサービス高度化に資する事業に伴う支出（８９億円）
を含む。 

添  付 
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■収支予算書 

 
令和３事業年度の収支予算書は下記のとおりである。 

科 目 
金 額 

合 計 高速道路事業 高速道路事業以外 

Ⅰ．高速道路事業営業損益 
１．営業収益 

（１）料金収入 
（２）その他収入 

          ・道路資産完成高 
２．営業費用 

  （１）道路資産賃借料 
    （２）道路資産完成原価 

（３）管理費用 
・維持修繕費 

     ・管理業務費 
     ・一般管理費 
     ・租税公課 
     ・減価償却費 

高速道路事業営業利益 
Ⅱ．関連事業営業損益 

１．営業収益 
（１）ＳＡ・ＰＡ事業収入 
（２）その他の事業収入 
（３）受託事業収入 

２．営業費用 
  （１）ＳＡ・ＰＡ事業費 

（２）その他の事業費 
（３）受託事業費 

関連事業営業利益 
全事業営業利益 

Ⅲ．営業外収益 
Ⅳ．営業外費用 

経常利益 
Ⅴ．特別利益 
Ⅵ．特別損失 
       税引前当期純利益 
       法人税、住民税及び事業税 
       法人税等調整額 
       当期純利益 

 
１０，２８４ 

７，００３ 
３，２８０ 
３，２８０ 

１０，４９９ 
４，８１６ 
３，２８０ 

 ２，４０３ 
１，２２５ 

６２６ 
２９２ 

２９ 
２３０ 

▲２１６ 
 

４２７ 
９４ 
１４ 

３１９ 
４３４ 
１０１ 

１５ 
３１９ 

▲７ 
▲２２３ 

－ 
１８ 

▲２４１ 
－ 
－ 

▲２４１ 
－ 
－ 

▲２４１ 

 
１０，２８４ 

７，００３ 
３，２８０ 
３，２８０ 

１０，４９９ 
４，８１６ 
３，２８０ 
２，４０３ 
１，２２５ 

６２６ 
２９２ 

２９ 
２３０ 

▲２１６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲２１６ 
－ 

１４ 
▲２３０ 

－ 
－ 

▲２３０ 
－ 
－ 

▲２３０ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４２７ 
９４ 
１４ 

３１９ 
４３４ 
１０１ 

１５ 
３１９ 

▲７ 
▲７ 

－ 
３ 

▲１１ 
－ 
－ 

▲１１ 
－ 
－ 

▲１１ 

単位：億円（税抜） 

※ 端数処理の関係により合計が一致しない場合がある。 
※ 高速道路事業営業利益には、高速道路事業の利益剰余金を活用した、地方公共団体等の管理する跨道

橋の耐震対策事業に伴う損失（１２９億円）及び安全対策やサービス高度化に資する事業に伴う損失

（１００億円）を含む。 

添  付 


